
 

建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領 

 

１ 趣旨 

建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）は、技能者の資格や現

場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価されることで、技能者

の適切な処遇につなげる仕組みである。 

本要領は、ＣＣＵＳの活用の促進に向け、山口県土木建築部が発注する工事におい

て、ＣＣＵＳ活用モデル工事の試行を実施するために必要な事項を定め、もってＣＣ

ＵＳ活用モデル工事の試行の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

本要領において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 

・下請企業： 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第５項に規定する下

請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められる

ものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が２

週間以内の企業を除く。 

・技能者： 下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一

人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が２週間以内の

者を除く。 

・ＣＣＵＳ登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者

として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場

に係る情報を登録するＣＣＵＳの利用者をいう。 

・ＣＣＵＳ登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者と

して本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するＣＣＵＳの利

用者をいう。 

・登録事業者率： ＣＣＵＳ登録事業者の数/下請企業の数（計測日に作業してい

ない下請企業は含まない） 

・登録技能者率： ＣＣＵＳ登録技能者の数/技能者の数（計測日に作業していな

い技能者は含まない） 

・就業履歴蓄積率： 建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をし

て工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者

の数（計測日に作業していない技能者は含まない） 

・計測日： 登録事業者率、登録技能者率又は就業履歴蓄積率を計測する日

をいう。計測日は受発注者の協議の上で決定するものとし、３

回以上の計測日を設定するものとする。 

・平均登録事業者率：計測日における登録事業者率の平均値をいう。 

・平均登録技能者率：計測日における登録技能者率の平均値をいう。 

・平均就業履歴蓄積率：計測日における就業履歴蓄積率の平均値をいう。 



 

３ 対象工事 

全ての工事を対象として発注する。ただし、工場製作のみの工事は対象外とする。 

 

４ 発注方式 

契約後、受注者がＣＣＵＳの活用を希望した場合に実施する「受注者希望型」とす

る。 

 

５ 実施方法等 

（１）発注者は、土木系工事の場合は入札公告（または入札情報）及び施工条件書

に、また営繕系工事の場合は入札公告（または入札情報）及び現場説明書に、Ｃ

ＣＵＳ活用モデル工事の試行対象工事である旨を明示（「別紙１」、「別紙２」

参照）し、発注する。 

（２）受注者は、契約後速やかにＣＣＵＳの活用希望の有無について、発注者に工事

打合せ簿にて通知する（「別紙３」参照）ものとする。 

（３）受注者は、ＣＣＵＳを活用する場合、カードリーダー等の設置場所、設置期

間、計測日を施工計画書に記載し、発注者に提出する。 

   なお、計測日は、受発注者の協議の上で決定するものとし、現場着手日から２

ヵ月後を初回、以降２ヵ月に１回の頻度で最低３回以上計測日を設定することを

標準とするが、工期や現場条件等により、３回の計測日を設定できない場合は、

現場着手日から１ヵ月後を初回、以降１ヵ月に１回の頻度まで計測間隔を短縮す

ることも可能とする。 

（４）降雨等により当初予定していた計測日に急遽現場閉所する場合は、原則として

次の現場作業日を計測日とする。現場条件の変更等により当初予定していた計測

日に現場作業を行っていないなどで計測日とすることが不適当な場合は、事前に

受発注者の協議のうえ、計測日を変更できるものとする。 

（５）計測間隔には、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間のほか、受発注者の協議により対象とすることが明らかに不適当な期間を

除くものとする。 

（６）受注者は、工事完成時にＣＣＵＳ活用状況が確認できる資料及び下表に示すす

べての基準の達成状況が確認できる資料を発注者に提出する。なお、発注者に提

出する資料に個人情報が含まれる場合は、受注者が氏名及び所属会社以外の個人

情報に関する事項に黒塗り等の対応を行ったうえで、発注者に提出すること。 

 

指標 基準（土木系工事） 基準（営繕系工事） 

平均登録事業者率 ９０％ ７０％ 

平均登録技能者率 ８０％ ５０％ 

平均就業履歴蓄積率 ５０％ ３０％ 

 

 



 

６ システム活用にかかる費用 

ＣＣＵＳ活用に関する費用（カードリーダー等購入・設置費、現場利用料等）は受

注者が負担するものとする。 

 

７ 工事成績評定 

（１）工事成績評定要領の対象工事の場合、発注者は、工事完成時に受注者から提出

された資料により、５（６）に示すすべての基準の達成が確認された場合は、

「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」の「５．創意工夫」にて１点を

加点する。 

（２）なお、計測日を３回以上設定できない場合及びいずれかの計測日に下請企業を活

用していない場合は加点しない。 

（３）受注者の都合によりＣＣＵＳを活用しない場合、または活用を希望したが基準を

達成できなかった場合であっても、減点は行わない。ただし、提出資料への虚偽の

記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠実な行為として取り扱う場

合がある。 

 

８ その他 

この要領に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとす

る。 

 

附則 

 この要領は、令和４年５月１日から適用する。 

 この要領は、令和５年５月１日から適用する。 



入札公告に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札情報に記載 

 

 

契約の方法等

中間検査の実施

その他の適用
　

 

４

入　札　情　報

(8)

回数 工種 実施段階 検査実施日

○回
○○工 ３０％～６０％進捗した時点

別途指示する。

 

(9)

　本工事の中間検査については、次表により実施する。
なお、本工事が「山口県低入札価格調査実施要領」の規定により施工体制等の点検を強化するものとされた工事である場
合は、さらに中間検査を１回以上実施することとする。この場合の検査実施段階等については、落札者に別途指示するも
のとする。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の試行対象工事である。
本工事は、週休２日工事（受注者希望型）の対象工事である。
本工事は、ＩＣＴ活用工事（受注者希望型）の対象工事である。
本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事（受注者希望型）の試行対象工事である。

別紙１：記載例 

次のとおり一般競争入札を実施します。

入札に付する事項
工事名

工事場所

工事の概要

工期

その他

入　札　公　告

令和〇年〇月〇日

○○土木建築事務所長　○　○　○　○

１
(1)

令和○年度　○○○○線　△△△△工事　第◇◇工区

　▲▲工　☆☆ｍ2
　◎◎工　▽▽ｍ3
　◆◆工　１式

(4)
契約締結日の翌日から工事着手期限日までの間で受注者が選択する工事着手日から約○箇月間

(5)

(2)

○○市大字△△字◇◇から同市大字☆☆字◆◆までの間
(3)

工　　事　　内　　容
Ｌ＝○○ｍ
　△△工　◇◇ｍ

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の試行対象工事である。
本工事は、週休２日工事（発注者指定型）の対象工事である。
本工事は、ＩＣＴ活用工事（受注者希望型）の対象工事である。
本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事（受注者希望型）の試行対象工事である。

　この公告に定めのない事項については、入札条件及び指示事項又は設計図書のほか、各入札制度要領等に定めるところ
による。



別紙２：記載例

現 場 説 明 書 

施 行 年 度 令和  年度  

工 事 名  

工 事 場 所 地内 

入札執行課 山口県土木建築部建築指導課 

工 期 
着手期日：令和  年  月  日 
 

完成期日：令和  年  月  日 
施工日数：   日 

工 事 内 容 

 

【営繕系工事（建築工事）】 
 

【建設キャリアアップシステム活用モデル工事（受注者希望型） 

 の試行対象工事】 

 

１．工事概要 

  ・     棟 

・     造  階建（地上  階、地下  階） 
 

 ２．工期設定 

   設計図書に記載する「計画工程表」による。 

   なお、計画工程表には、準備期間における最低必要日数 

３０日間、施工に必要な実日数（実稼働日数）、不稼働日 

（休日等）、後片付け期間における最低必要日数２０日間 

を見込んでいる。 
 

 ３．指示事項 

（１）交通関係 

   ア）工事車両通行経路においては、交通安全に十分注意

すること。 

   イ）工事車両の通行により公共施設及び私有物施設等を

破損した場合等は、直ちに原形の復旧を行い管理者

（所有者）の承諾を得ること。 
 

（２）工事に使用する敷地の範囲 

  ア）図示の部分とするが、監督職員と協議すること。 
 

 

施工条件書に記載（土木系工事の場合）

現場説明書に記載（営繕系工事の場合）



□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和　　年度

地内

発注事務所

（内　　容）

〇建設キャリアアップシステムの活用について

添付図　　　　　葉、その他添付図書

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人
主任技術者
（監理技術者）

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

　「「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」試行要領」５（２）により、当該工事はＣ
ＣＵＳを活用するため、通知する。

　

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 □発注者(No.        ) ■受注者(No.        ) 令和　　年　　月　　日

発 議 事 項   □指示　■協議　□通知　□承諾　□提出　□報告　□その他（                        　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　　　                   )

受 注 者 名

指示等により
必要な措置又
は予定してい
る措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

別紙３：記載例


